
【障がい者】

障がい福祉サービスを利用するためには、事前の申請など手続きが必要になります。
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相談からサービス利用までの流れ

相談支援事業所や市役所に相談します。
あなたの希望や困っていることに基づき、使えるサービスを聞いたり、困って
いることの対応を一緒に考えます。

市役所（障がい療育支援課）に福祉サービス利用の申請をします。
初めての福祉サービス利用の場合、調査員が心身の状況や日常の様子の聞き取
りをします。
申請時に必要なもの：マイナンバー、障害者手帳がある人は手帳

認定調査の内容と医師意見書を基に認定審査会が行われます。
区分が必要なサービスの場合、サービス利用のための障害支援区分の認定が行
われます。

認定結果とサービス等利用計画案から利用できるサービスの量や種類が決まり
ます。

サービスを利用する事業所を選んで、受給者証を提示し契約をします。
サービスを利用した場合には利用者負担額をサービス事業所に支払います。

特定相談支援事業者が、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに利
用者の自宅などを訪問し、利用計画の定期的な見直しを行います。

◎相談支援事業所がサービス等利用計画案を市

へ提出します。

◎相談支援事業所以外が作成する「セルフプラ

ン」については窓口でお問い合わせください。

◎相談支援事業所がサービス等利用計画を市

へ提出します。
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【障がい児】

障がい児が福祉サービスを利用するためには、事前の申請など手続きが必要になります。
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注意：利用は受給者証発行後となります。
　　　事業所見学時に利用予定日を決めないようお願いいたします。

相談支援事業所や市役所に相談します。
あなたの希望や困っていることに基づき、利用を希望されるサービスを一緒に
考えます。

市役所（障がい療育支援課）に福祉サービス利用の申請をします。
申請時に心身の状況や日常の様子の聞き取りをします。
申請時に必要なもの：マイナンバー、障害者手帳がある人は手帳
※申請時に、障がい者手帳取得の有無、医師の診断書、医師からの診断や
　サービス利用の意見書の有無などを確認させていただきます。

受給者証を発行します。

サービスを利用する事業所を選んで、受給者証を提示し契約をします。
サービスを利用した場合には利用者負担額をサービス事業所に支払います。

特定相談支援事業者が、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに利
用者の自宅などを訪問し、利用計画の定期的な見直しを行います。

◎相談支援事業所が障がい児支援利用計画案を

市へ提出します。

◎相談支援事業所以外が作成する「セルフプラ

ン」については窓口でお問い合わせください。

◎相談支援事業所が障がい児支援利用計画を市

へ提出します。
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